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(禾□歌山県漁業土連絡協議会報)

令禾□6年 8月
発行 :禾□歌山県漁業土連絡協議会

S.F.A。 (=Senior Fishery Adviser、 漁業土)
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冬 将来の中核的漁業者として期待される漁業者や、優れた漁業経営を行い指導的役

割ヽを果た している漁業者をそれぞれ「青年漁業土」、「指導漁業土」と県が認定 し、

そ現在 91名 (令不□6年 3月 )の漁業上が地 t亥産業の担い子として
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漁業土相互の交流や資質向上、連絡調整を目的に平成元年に発足 した不□歌山県内

の漁業上で構成される組織です。

年 1回の総会のほか、他県漁業土との交流会、魚食普及活動、部会単位での会合

などを通 して、お互しヽの情報交換や親睦を図つています。

～漁業士認定式～

令禾□6年 2月 26日 (月 )不□歌山県庁農林水産部会議室において、「漁業主認定式」が

P弄日催され、以下の 3筈のんが漁業主に認定されました。

青年漁業土

演路 敬太さん (紀州日高漁協)

指導漁業土

船野 保さん  (和歌山東漁協)   権 勝大さん  (湯浅湾漁協 )

氏
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J定 式

(=端から順に 宮田水産局長、権さん、触野さん、演路さん、塩谷会長、西尾事務局長)

～漁民の森報告～

令禾日6年 3月 27日 (水)南紀森林組合からの現況報告を受けて関係者と漁民の森の

確認を行いました。害獣、風害等の影響を受けて所ノマ植樹 したところが枯れていたり、

ようやく育つた樹が倒れていたりしていましたが、全体的に森として十分な発育がされ



ていたため、令不□7年 2月 頃を目処に会員の皆様と下革 X」 りの後、完成セレモニーをラ

定 しております。会員の皆様ご参加よろしくお願いします。

～通常総会開催～

令和 6年 7月 6日 (土 )禾□歌山漁業協同組合連合会 勝浦市場において、令和 6年度

通常総会を開催 し、県下各地域から26福の漁業上が出席 しました。

通常総会では、市和 5年度事業報告、令不□6年度事業計画、部会視察費の算出アj法に

ついて、漁民の森活動について等、全ての原案どおりに承認可決されました。

総会終了後の研修会では「不□歌山県太平洋区における主要魚種の近年の漁況と資源状

況」について和歌山県水産試蔽場 資源海洋部 藤田周周季研究員による講義が行われま

した。

▲総会の様子 ▲研I多会の様子

◆◆◆ 部会情報 ◆◆◆

～～有田地区部会～～

令和 5年 11月 28日 (火)広川町南広

」ヽ学校西広分校、 12月 5日 (火)広川町

立南広小学校本校にてそれぞれ魚食普及活

動を行いました。お魚タッチでは自由にお

魚に触れました。チリメンモンスター探 し

で lよ魚の種類を本で調べたり、エピやタコ

を捜 したりして楽 しく魚について学びまし

た。



また、 12月 19日 (火)には湯浅町立

山田小学校にてイカの一夜干しづくり体験

を行いました。新鮮なイカを使用 し自分達

で作る一夜千 しは大変好評でした。

◆販売渚動

令禾□6年 1月 1月 19日 (金)道の駅柿の

郷くどやま、 2月 20日 (火)」 A紀の里桃

山支所にて鮮魚販売活動を行いました。底び

き網で漁獲されたマダイ、カワハギ、コウイ

カ等を販売 しま した。開店直後・ Fォ∃店 F日]際に

は混み合い、大変好評をいただきました。

◆視察研修

令和 6年 2月 9日 (金)～ 10日 (土)の 2日 間、

香川県においてハモのブラン ド化・ 加工に関する勉

強、小豆島の漁業者との意見交換、直売所視察等を目

的に視察研修へ行きました。

四海漁業協同組合では、漁業の状況とブラン ドの島

膿について説明を受けました。

その後、「小豆島島膿」の選別機と加工施設の見学

を行いました。

2日 目は、農水産物直売所「ファーマーズマーケッ

ト讃さん広場 滝富店」高松空港内にある香川県漁

連直営店の JF香川アンテナショップを視察後、マー

レリッコにてブリ養殖発祥に係る展示を見学しまし

た。

ξお問い合わせ先 不□歌山県漁業主連絡協議会事務局

禾□歌山県漁業協同組合連合会  浦帖・ 久保

TEL 073-431-5101  FAX 073-422-1137

E―mail wk― shido@wkgyOrcnjf― nct.ncjp
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◆◆◆ われら漁業土 ◆◆◆
～磯根資源の回復戸若手漁業者の加入を願う～

和歌山東漁業協同組合

指導漁業土

那智支所

触野 保

◆年 2月 に指導漁業上に認定されました舟
′
ム
｀
野です。那智勝浦町にある禾□歌山東漁協那

智支所に所F高 しています。 10代の頃ズ〕`ら漁業を始め、現在漁師として26年目の43歳で

す。営んでいる漁業 lよ、 3～ 5月の採貝 (ウ ニ漁 )、 9～ 12月 のイセエビ束」網のほか、

◆後ケンケン漁も本格的に行つていきたいと考えています。

平成24年度からlよ那智支所の支所長を 1期ではありますが務め、大変なことも多プマあ

りましたが非常によい経験をさせていただきました。

県内の多くの地頼でも同 じだと思いますが、那智支所にあいても若い漁業者が非常に

少ないです。若い人に就業 してもらうには生渚が成り立つ隊要があり、生適が成り立つ

には獲るもの (魚)がないといけません。私の主漁業でいいますと、イセエビは減少傾

向で、採興ではアワビ類やサザエはほとんど獲れなくなり、 3～ 8月 までを漁期として

いましたが、◆はウニ漁が終わる 5月末で採貝は終了 しています。高水温や黒潮大蛇行

という自然現象が相手なので難 しいところもあると思いますが、◆後、漂場が回復 し、

磯根資源が増えるよう、私たち漁業者も取り組んでいかなければならないと感 じていま

す。そ して、若い漁業者が1曽え、一緒に地顔を盛り上げていきたいと思います。



子どもに海や魚と触れ合ってもらう大切さ

日高地区水産業普及指導員窒 山根普及指導員

日高振興局管内では漁業上による一本鉤り部会の他に、旧漁協単位の委員で組織され

た日高地区漁村青年協議会が地I)漁業の渚性イヒに向け渚勃 しています。漁業上が青年協

議会委員になることもあれば、青年協議会委員を経て漁業土に推薦される者もおり、漁

業主との F栄日係は深いものとなつています。

昨年度、漁業上で青年協議会委員でもある漁業者が、矢□人から「学童保育の児童に海

岸で何か体験させられないか」という相談を受けました。これを受けて、青年協議会で

有和 5年度に初めて通洋体駁を開催 しました。

釣りや磯遊びがほぼ初めてという子もいたため、楽 しんでもらえるズ〕`、ケガをしない

かなどの心配もありましたが、どの子どもも大いに楽 しんでくれたと感 じました。また、

引率や保護者のアjノマにも喜んでいただけました。

このように鉤りや磯遊びを通 して魚や海藻、只類やヤ ドカ リなどの観察などを経験 し

てもらうことは、海や水産業に興味を持つきつかけになるだろうと思いました。

水産業は資源減少や魚価低迷など多くの課題があります。 しか し、これまで漁業土会

や県が行 つている子どもを対象にした魚食普及渚動や◆回のようなフィール ド体験は、

水産業の将来につながるものであると考えられます。

◆後もこのような要望があれば、漁業士会や青年協議会、地域の漁業者さんなどと協

力しながら、可能な限り対なし、様メマな殉面から地1)の水産業を盛り上げていきたいと

思っています。

|

▲挨拶と全体説明 ▲釣りや生き物を観察する参加者
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内閣府の調査において、「日本におけ

る人権問題において関,いがあるのは

どのようなことか」のFロロいに対して、

「インターネット上の誹議中傷などの人

権侵害」と回答した人が53口 0%と最も

高い割合となりました。(右図)

内閣府「『人権擁護に関する世論調査』の概要」
(令和4年 8月調査)(httoざ―′/survey gov

online go l【 )/r04′
rr04 jinken/gairyaku()df)

より上位 5位を抜粋

イン守中ネwにA植

あなたが、日本における人権Fo3題 において、関心が
あるのはどのようなことですか。 (複数回替あり)

インターネットとの誹謗中傷

などの人権侵審

障害者

子ども

(%)

53.0

50.8

43.1

女性           42.5

風評
長曇ご海ξ長纏憲塾

など         32.6
0,0   20.0  40,0  60,0

インターネット上の人権問題が深亥」化している中で、その例として以下のようなもの

があげられます。

インターネット上の人権問題はとても身近な Pロロ題です。自分が被害者にも

加害者にもならないよう、正しい矢目識とモラルを身につけましょう。

そして、画面の向こう倶」には相手がいることや、不特定多数の目に触れる

ことを想像 し、人権尊重の意識を持ってインターネットを禾」用 しましょう。

インターネット上の様々な人権問題

●個人に対する誹謗中傷

・箸名人に対しての誹謗中傷を書き込む。

・虚偽の投稿によって名首を傷つける。

0ネットいじめ

・無料通信アプリにおいて、相手の心を傷つけるよ

うなメッセージを送る。

・メッセージグループから外す。

●プライバシーの侵害

・ SNSに他人の写真や動画を無断で投稿し、服

装などから学校や職場、風景などから生活範囲

が特定された。

●性犯罪・ 児童ポルノ・ リベンジポルノ

・ SNSで親しくなつた若者に対して性的な写真を

送らせたり、直接会つてわいせつな行為をする。

・交際していたときに撮影した性的な写真を、別れ

た後にネット上に公開する。

・特定の民族や国籍の人を排斥する差別的な書き

込みをする。

・災害時に「被災地で外国人による犯罪が積行し

ている」などのデマの情報を流す。

0ヘイトスピーチ 0同和問題に関すること

・特定の地域を同和地区であると指摘するような

投稿をする。

・ 同和地区やその関係者に対して誹謗中傷を警き

込む。

ェック図

内容についてのお問い合わせは県人権施策推進課まで 奮073-441-2566

出典 :和歌曲県人権施策推進課 ‰


